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編集後記

編集長 machine

① 「工事抑制カレンダー」

週末や休日等の交通量の多
くなる日は、“片側交互通行”
など「通行規制をしない日」に設
定。(災害や交通に支障を来す
恐れのある場合などを除く)
②「集中工事」
同じ場所や近接する工事は、
工事日を調整して、同じ日に

工事 (集中工事)をすること

で、交通規制期間の短縮を
行っています。
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路上工事抑制日（終日規制）

☆管内共通路上工事抑制時間は、年間を通じて午前7時～8時30分、午後17時～19時とし、交通規制を伴う工事は行ないません

２００９年

平成２０年度　路上工事抑制カレンダー

２００８年

山形県庄内地方の国道７号、国道４７号、国道１１２号においては、工事による渋滞をなくすた
め、交通量が多い期間に合わせ路上工事を行なわない日（路上工事抑制日 ）を設定しました。
※路上工事抑制対象工事は車線規制（片側交互交通、車線減少等）を行う工事です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成２０年度の路上工事抑制方針
      ・お盆、ゴールデンウイーク、年末年始、冬期間（１月～３月）は工事を抑制します。
       ・日曜、祝日、連休になる土曜日は交通量が増大する傾向があるので、工事を抑制します。
　　　・海水浴シーズン、紅葉シーズンの土曜日は交通量が増大する傾向があるので、工事を抑制します。
　　　・朝・夕の通勤通学時間帯は交通量が増大する傾向があるので、工事を抑制します。
       注)緊急を要する場合、施工上やむを得ない場合等はこの限りではないのでご了承ください。(補足参照)

最小回転半径

【 一般的な制限 】

『特殊車両とは？』

右図の制限値を
どれか１つでも超
える車を 『 特殊車
両 』 といいます。

特殊車両を通行
させるときは、道路
管理者の通行許可
が必要になります。

※ただし、高速自
動車国道または
道路管理者が指
定した【重さ指定
道路】は、車両総
重量最大２５トン、
【高さ指定道路】
は車両の高さ４．
１ｍ以下となりま
す。

高さ確認

重量・許可内容確認

路上工事抑制カレンダー

月山道路も新緑に染まり、ドライブシーズン到来です。
動物達も陽気に誘われ、活動が活発になっているようです。

当出張所管内では、上名川で熊が国道112号を横断した
り、橋の下でカモシカが休憩(写真)したり、タジバンダリ。
先日は、私の車のＦバンパーに鳥さんが挟まっていました。
(鳥さん、ゴメンなさい。合掌。)

他出張所管内では、道路に飛び出してきた熊と走行
中の車が衝突する事故も発生しております。

動物が飛び出しても、慌て
ず対処出来るよう、スピード

には十分気をつけましょう。

先日の岩手・宮城内陸地震では、鶴岡市内で震度４
を記録し、当出張所も国道112号の緊急パトロールを

実施しました。
道路や橋の異常、山の斜面が崩れていないか等々、

皆様の通行に支障が無いか点検しました。
幸い、当出張所管内は異常ありませんでしたが、被

災された地域の方々には心よりお見舞い申し上げます。

※特車取り締まり状況(5/22)

５月２２日（木）鶴岡市上名川地内において、鶴岡警察署の協力のもと特殊車両の指導・取り締まり

を実施しました。
取り締まり方法は、車両制限令に定める幅・重量・高さ・長さ等の最高限度を超える車両の通行禁止

の違反、及び特殊車両通行許可条件違反の有無の確認を行うものです。
今回の取り締まりでは、対象車両４台の違反が確認され、違反車両のドライバーに対して指導・警告

を行う結果となりました。
当出張所では、特殊車両を通行させているみなさまに、特殊車両制度に基づいて、適正に通行するよ

う今後も指導いたします。
特殊車両の方は、出発前に今一度、通行許可書の内容を御確認お願いします。

月山道路では、安全に道路を利用して頂ける

ように舗装や橋の補修などの工事を実施します。
そのため、道路を利用される皆様には、工事

による片側交互通行など、大変ご迷惑をおかけ
しておりますが、少しでも、お待ち頂く日・時
間を減らせるように、当出張所では次のような
取り組みを行っています。

御理解、御協力を御願いします。


